


































実践レポート 実践レポート

TEACCHファンダメンタルトレーニングセミナーを受講してTEACCHファンダメンタルトレーニングセミナーを受講して
生活支援部特別支援課あじさい寮副寮長　宮下　由紀子

研究部研究課研究係長　髙橋　理恵

Ⅰ．TEACCHファンダメンタルトレーニングセミナーの概略

　TEACCHファンダメンタルトレーニングセミナーは９日

間、９つのセッションからなるトレーニングで、受講生は自

閉スペクトラム症（以下「ASD」という。）の特性を把握し、

支援につなげる基本を学ぶことができるよう構成されてい

ます（表１）。

　この構成は、ASDの特性がある人の様々な生活場面での

意味理解を助け、他人に不要な介入をされることなく一人で

やれるように日課や環境を整え、本来持っているその人の強

みを最大限に活かすようにすることを目的としていると思わ

れました。

　研修は、講義やビデオ視聴の他に、ワークシートの作成、

ディスカッション、グループセッションが行われ、受講生は

ワークに取り組みました。

Ⅱ．セッションのポイントと現場への活用

（１）強みに気がつくためのチェックリストの活用

　ASDの特性がある人たちは、基本的には「学習特性の違

い」「社会的コミュニケーションの違い」「行動と感情のコン

トロールの困難」がありますが、その程度は一人ひとり違い

　本年７月21日から８月６日にかけて行われた VIRTUAL TEACCH TRAINING FUNDAMENTAL OF 

STRUCTURED　TEACCHING（以下「TEACCHファンダメンタルトレーニングセミナー」という。）を受講し

ましたので、その概略をご紹介します。

　なお、研修は、新型コロナウイルス感染症を考慮し、オンラインで行われました。また講義は、現地スタッフが講師

となるため全て英語で行われますが、同時通訳がつくため日本語で受講することができました。

表１　開催日程及び講義内容

開催日 時刻（日本時間） トピック

７月 21 日（木） 4:30AM－7:30AM

７月 22 日（金）

７月 23 日（土）

７月 28 日（木）

７月 29 日（金）

７月 30 日（土）

８月 ４日（木）

８月 ５日（金）

８月 ６日（土） 

5:00AM－7:30AM 

5:00AM－7:30AM

5:00AM－7:30AM

5:00AM－7:30AM

5:00AM－7:30AM

5:00AM－7:30AM

5:00AM－7:30AM

5:00AM－7:30AM

イントロダクション
自閉症の学習スタイル

スケジュール

ワークシステム

教材の構造化

アセスメント

場面の組織化

柔軟性と般化

問題行動の解決プロセス

教室の割り付け
まとめ
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実践レポート 実践レポート

ます。この違いを丁寧に把握し、一人ひとりの強みと弱みに

沿ったサポートをする必要があります。

　この研修では、個々の違いを他の職員と情報共有するため

のツールとして、支援に際して必要な配慮事項を検討するた

めにASDの特性のある人が社会をどのように見聞きしてい

るか考えるヒントとなるチェックリストが紹介されました。

（２）構造化を考える時におさえるべき５つの要素

　ASDの特性がある人に、その場で過ごすときの意味を分

かりやすくする「構造化」を行うとき、以下の５つの要素を

検討する必要があます。

①その人が理解できる伝え方

②ASDの人が苦手な「言葉の聞き取り」や「抽象的な内容」

　を避けるための視覚的支援

③活動の終了をわかりやすく示すこと

④教材や指示に注意を向け集中させる工夫

⑤見てわかりやすい情報と教材の整理

　この①～⑤は、（１）でふれたチェックリストと照らし合

わせて考える必要があります。

（３）自立につながるスケジュールと環境設定

　ASDの特性がある人の多くは、何が期待されているかを

理解するのに、その場の状況を視覚的手がかりで判断する

ことがあります。特に適切なスケジュールの提示は重要です。

　国立のぞみの園（以下「当法人」という。）では集団生活

による他の利用者との兼ね合いのためにその手がかりが設

置できなかったり、活動場面を整理することが困難であった

りしますので、重点的に工夫をしなければならないと感じま

した。

（４）皆に必要なリラクゼーションスキルの学習

　リラクゼーションスキルとは、ストレス軽減のための方法

のことです。行動障害の有無にかかわらず、全ての利用者に

個々の適切なリラクゼーションスキルを考える必要がありま

す。このリラクゼーションスキルが日常的に増えることで、

利用者自ら自分自身の気持ちを鎮めるだけでなく、気分を高

めることも可能となり、他人に介入されずに不快感や不安感

から開放されます。

　リラクゼーションスキルの練習は、落ち着いているとき

に、視覚的手がかりを用いて行いますが、嫌な活動から逃げ

る行為にならないように回数、時間はしっかりと考える必要

があることも学びました。当法人でも、今後は、意識的に行っ

ていく必要性が高いと考えています。

Ⅲ．受講した感想・印象に残ったこと

　９日間の研修を通して、特に印象に残ったことは、前節の

（４）で触れたことですが、コーピング及びストレス軽減の

ための方法についてです。コーピングとは「ストレスを感じ

た時に生じるストレス反応への対処法」のことで、具体的な

方法としては、気持ちを安定させ穏やかにする活動に取り組

む、感情を認識し感情に対応するためのプランを立てること

です。

　このようにストレスを自覚し、自ら気持ちを落ち着けるこ

とができれば理想ですが、ASDの特性がある人には難しい

ため、支援者がアセスメントを行う中で、気持ちが落ち着く

ものや集中できるもの、決まり文句などをそれぞれ見出し、

集中度と効果を評価した上で、「気持ちを落ち着ける活動」

としてスケジュールに組み込むことが必要だと感じました。

　この研修はASDの特性がある人への基礎的な、しかし新

しい視点について理解を深められた貴重な時間でした。日々

の支援の中でも、特性に合わせた支援とともに、利用者の一

人ひとりのストレス軽減方法を見出し、スケジュールに組み

込み、穏やかな生活が提供できるよう考えていきたいと思い

ます。
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調査・研究 調査・研究

研究部研究課研究係長　村岡　美幸

国立のぞみの園が令和３年度に取り組んだ調査・研究結果と
令和４年度に取り組んでいる調査・研究について

Ⅰ．強度行動障害者支援に関する効果的な情報収集と関係
者による情報共有、支援効果の評価方法の開発のため
の研究（厚生労働科学研究費補助金）（２年計画２年目）

　強度行動障害者の支援現場でPDCAサイクルを回しやすく

する共通のツール、具体的にはICF（国際生活機能分類）（以

下「ICF」という。）やICT（情報通信技術）を活用した支援パッ

ケージの開発を行いました。

　ICFを活用することで障害特性や強み、本人の全体像の把

握、ICTを活用することで記録の効率化や支援者間での円滑

な情報共有などに効果が得られることを想定し、支援現場向

けの運用マニュアルの作成、普及を行ってまいります。

Ⅱ．障害者の高齢化による状態像の変化に係るアセスメ
ントと支援方法に関するマニュアルの作成のための研
究（厚生労働科学研究費補助金）（２年計画２年目）

　自身で心身の変化を周囲に上手に伝えることができない知

的・発達障害者等への適切なアセスメント方法と、適切な支

援を提供するためのプログラムの実用化を行いました。

　具体的には、①高齢知的・発達障害の障害福祉サービス事

業所利用者103名分のICF記入データを得て、歩行や認知機

能、移動や日中活動への参加などは、40、50歳代から変化

が見られる事例が多いことを把握しました。また、②ICF・

NPI（認知症における行動・心理症状を測定する検査）・背景

要因チェックシート、支援計画シートを使用し、氷山の下に

隠れて見えなかった対象者のニーズに気づき、適切な対応を

するためのPDCAサイクルを回すプログラム（以下「高齢知

的・発達障害者向け行動・心理症状ケアプログラム」という。）

を実施することで、認知症及び認知症の疑いのある知的・発

達障害者の行動上、精神上、心理上の状況が「見える化」でき、

職員間での共通認識が得やすくなる、支援に必要なことの見

落としが防げる、といった効果が確認できました。①と②に

より、「高齢知的・発達障害者の変化と気づきのためのライ

フマップ」「高齢知的・発達障害者向け行動・心理症状ケア

プログラム」を完成させました。

Ⅲ．高齢期発達障害者支援における関係機関の役割と地
域連携の在り方に関する調査（障害者総合福祉推進事
業）（１年計画１年目）

　高齢期の発達障害者を地域で支える上で必要な関係機関の

役割と地域連携の在り方についてヒアリング調査を行いまし

た。

　高齢期の発達障害者の問題については、障害福祉サービス

に繋がることがなく児童期・青年期を過ごしてきたケースが

現状では大多数であることから、発達障害者支援センターで

はなく、一般の高齢者支援や生活困窮者自立支援の場への相

談が入口となっています。しかし、これらの機関と発達障害

者支援センターなどの連携体制は構築されていない地域がほ

とんどであり、今後は上記の隙間を埋める役割を果たすコー

ディネーター役の存在、分野を超えた研修の実施が必要であ

ることが課題として見えてきました。

Ⅳ．地域生活定着支援センターとの連携を中心とした障害
者の入口支援を効果的に実施する方法に関する調査研
究（障害者総合福祉推進事業）（１年計画１年目）

　基幹相談支援センター、障害者相談支援事業所などの障害

福祉分野の機関と地域生活定着支援センターが入口支援にど

のように関わっているかについて現状を明らかにするととも

に、協働して入口支援を行った事例を把握し、障害者の入口

支援を効果的に実施する方法について検討しました。結果、

入口支援を行っている地域生活定着支援センターは全体の約

８割、基幹相談支援センターは全体の約４割でした。基幹相

談支援センターや障害者相談支援事業所と地域生活定着支援

センター等関係機関が地域において連携した支援を効果的に

行うためには、①入口支援の周知、②役割分担と情報共有、

③関係機関の顔の見える関係づくり、④「非行・犯罪行為を

した障害者」に対する考え方が重要であることがわかりまし

　国立のぞみの園（以下「当法人」という。）では、障害福祉等の制度・政策に係わる研究や、知的・発達障害（児）

者の支援の実践に係わる研究に、有識者や実践者と共に取り組んでいます。本稿では、令和３年度に取り組んだ補助金・

助成金研究６テーマの調査・研究の結果と、令和４年度に取り組んでいる調査・研究テーマをご紹介します。
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た。

Ⅴ．矯正施設を退所した女性の知的障害者等の支援における福祉・医療
連携に関する調査研究（社会福祉推進事業）（１年計画１年目）

　精神科医療や心理的ケアのニーズが高い、知的障害等のあ

る女性の矯正施設退所者への支援において、地域生活定着支

援センターおよび地域の障害福祉サービス事業所（居住先）

が、どのように医療機関と連携しながら支援をしているのか

についてヒアリング調査を行いました。結果、矯正施設退所

後、地域生活継続において特に医療との連携を要するのは、

「依存症」「トラウマ」「愛着」の問題がある対象者であるこ

とがわかりました。医療との連携において、機関同士の間を

つなぐ「者」が重要であり、医療機関においてはソーシャル

ワーカーがその役割を担っていた一方、地域の福祉サービス

事業所では不在もしくは限定的であることが課題として見え

てきました。

Ⅵ．東南アジアにおける発達障害者に対する保健医療政策の
実態把握と改善に関する研究（東アジア・ASEAN 経済
研究センター（ERIA）プロジェクト）（２年計画１年目）

　ASEAN加盟10 ヵ国における発達障害者の保健医療政策

の現状と課題を、日本と比較することによって明らかにし、

ASEAN加盟国が将来的な発達障害者の保健医療政策を検討

するための基礎的な情報を整理すること、また、支援ツール

（テキストブック）開発を協働で行い、アクションプランの

一つとして提案することを目的に、令和３年12月より２か年

計画で開始しました。研究１年目は発達障害者施策の進捗と

人口規模等を鑑み、インドネシア、ベトナム、フィリピンを

重点対象国として実施しました。保健医療政策の比較は、発

達障害者支援を実施する団体をリスト化し、半構造化面接の

インタビューガイドを作成しました。支援ツールの開発は、

オンラインでのグループワーク実施の準備を行いました。ま

た、フィリピンに訪問し、政府、支援関係者、家族団体等と

のネットワークづくりと調査準備の打合せを実施しました。

　以上が、令和３年度に取り組んだ補助金・助成金研究６テー

マの調査・研究の結果です。その他の研究及

びこれまでに当法人が取り組んだ研究は、当

法人のホームページ「調査・研究」→「調査

研究報告」→「紀要」に掲載しております。

Ⅶ．令和4年度に取り組んでいる調査・研究
　令和４年度は、補助金研究２テーマ、助成・受託金研究２

テーマ、法人内研究12テーマ、外部機関研究への派遣８テー

マの計24テーマの調査・研究に取り組んでいます。以下で、

外部機関研究への派遣８テーマを除く16テーマについてご紹

介します。

１）強度行動障害者支援のための指導的人材養成プログラムの

開発および地域支援体制の構築のための研究

２）地域生活定着支援センターにおけるフォローアップ業務の

適正化に関する調査研究

３）東南アジアにおける発達障害者に対する保健医療政策の実

態把握と改善に関する研究

４）高齢期の発達障害者を地域でより効果的・効率的に支援す

るための体制づくり

５）認知症（疑い含む）を発症した知的・発達障害者に見られ

る行動・心理症状への支援プログラムの普及−障害分野向

けアドミニストレーター養成プログラムの検証−

６）Ａ園で受け入れている支援者現任研修の研修ニーズ−高齢

知的障害者・行動障害のある者・矯正施設等を退所した知

的障害者・発達障害児の支援者を対象に−

７）高齢知的・発達障害者の食形態（治療食含む）の変更の時

期と食形態変更後の本人の変化ー食形態（治療食含む）が

変わると何が変わるのかICFの視点で本人の変化を可視化

する取り組み−

８）重度知的障害者の健康増進プログラムの導入とその効果に

関する研究

９）障害福祉サービスにおけるVineland-ⅡとICFを用いたア

セスメント及びモニタリングの試行

10）自閉スペクトラム症のやせ状態からの体格改善に関する

事例研究～強度行動障害を有する利用者を対象に～

11）Ａ園における強度行動障害の方の「異食事故」の対応に関

する研究

12）矯正施設を退所した知的障害者における小児期逆境体験

に関する研究

13）Ａ園における服薬支援に係る仕組みの改善について−管

理方法の改善と安全指針の導入−

14）Ａ園での新型コロナ感染者発生中及び収束後の寮の困り

ごと緊急調査

15）障害者支援施設における強度行動障害に対応した通過型

機能の在り方

16）Ａ園における相互間交流（現任研修）による強度行動障害

者支援にかかる人材育成に関する研究

　令和４年度以後、知的・発達障害の調査研究で、こんな研

究テーマに取り組んでほしい、こんなデータがほしいという

ご希望がありましたら研究部（027-320-1450）までご提案

下さい。そのような新しいテーマも含め、私たちは複数のア

ンケート及びヒアリング調査を予定しております。調査研究

は、障害のある方の生活をより一層豊かにするために活用し

ていきますので、皆様のご協力をお願いいたします。
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臨 床 の 現 場 か ら

診療部長　成田　秀幸

原点回帰
～対人援助の土台～

Ⅰ．相手の視点から周りの世界を見る

  　～特性はそのための“手がかり”～

　登壇された先生方のお話を伺って印象に残ったことを書い

たメモには、『支援者側からの視点で自閉症の方を見る→自

閉症の方の視点から周りの世界を見る』とありました。私た

ち支援者は、自閉症についての知識、支援に携わる中で積み

重ねた経験、フォーマル・インフォーマルなアセスメントの

内容により、その当事者の方がどのような特徴を持っておら

れるのかを知り、把握します。ただしこの段階では「支援者

側からの視点で自閉症の方を見る」ことにとどまっています。

支援にあたっては、ここからがようやくスタートです。得ら

れたその当事者の方の特徴に関する情報は、その方がどのよ

うに周りの世界を感じ、認識する方なのかを理解するための

“手がかり”にすぎません。その“手がかり”を使って、そ

の方をとりまく環境、これまでの経過をあらためて「見直す」

ことが、有意義な支援につなげるための欠かせない大切なプ

ロセスです。支援者側からみた環境、把握している経過は、

知らず知らずのうちに支援者側の視点による解釈によって意

味づけられています。その方の特性に沿って環境や経過を「見

直す」ことで、その方がどのように環境を認識しているのか、

これまでの経過がその方にとってどのような体験であったの

かをはじめて知ることができます。そしてその内容は、支援

者側が認識していたものとは異なることもしばしばあり、そ

のことに支援者が気づき、理解することに意義があります。

Ⅱ．支援者自身も取り巻く環境の一部であること

を自覚する

　当事者の方の特性に沿って環境や経過を「見直す」ときに、

支援者がしっかりと自覚しておかねばならないことは、支援

者自身の存在や振る舞いは当事者の方にとっての環境の一部

であり、支援者からの関わりの積み重ねは当事者の方にとっ

ての体験の経過の一部を担っているということです。また、

支援者自身が「支援」と意識している当事者の方への関わり

だけでなく、当事者の方に向けたつもりではない支援者自身

の言動が当事者の方にとっては大きな意味を成し、影響して

いることも十分にあり得ます。その意味で、「見直す」という

プロセスにおいてとても重要なことは、支援者自身が自らの

振る舞いや関わりを、支援者自身の視点からではなく、当事

者側の視点から「見直す」ことです。しかし、これはなかな

か難しい作業でもあります。その理由の一つは、支援者自身、

自分のことであっても自分では気がついていないことが多々

あるからです。そしてもう一つは、よかれと思って支援して

　私が知的障害や発達障害のあるお子さん、大人の方の診療に携わるようになって20年以上になりますが、「自分は医療者

として、支援者として、当事者やご家族の方の役に立てているのだろうか」と、迷いや不安が生じ頭を抱えることがしばし

ばあります。そんな時、私は“片づけ”に没頭したりします。混沌とした頭や心を解きほぐし、整理整頓するのに役立って

いるのでしょう。最近、片づけをしていたら、約15年前に参加した自閉症カンファレンスNIPPONのテキストを見つけました。

懐かしく思いページをめくると当時の自分が書いたメモがあり、支援者としての自分の土台と言える原点を思い出させてく

れました。今回はその内容について書きたいと思います。
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いる支援者自らの関わりが、場合によっては思いもかけず当

事者の方の負担になっていることがあり、そのことに支援者

自身が気づくことで落ち込んだり、自分を責めたくなるよう

な気持ちが生じることもあるからです。これらの難しさを解

消するためにとても重要なのは、支援者同士が話し合い、お

互いに支えあうことです。どんな支援者も、個としては不完

全です。どんなに知識や経験を積み、技術を身につけたとし

ても、様々な当事者の方、つまりは人間の多様性をすべて網

羅できることはあり得ません。その不完全さを、そしてお互

いにお互いの支えが必要であることを支援者同士が自覚し、

支えあっていくことが大切です。支援者が自分一人だけでは

気づけないことを他の支援者からの指摘で気づくことができ

れば、自分一人では到達できなかった当事者理解につながり、

自分一人では発想できなかった支援や工夫のアイデアを生み

出すことも可能になると思います。単に連絡を取り合う、顔

がつながっているという形式的なものではなく、支援者同士

の支えあいによって相乗効果を生む有意義な「連携」「ネット

ワーク」が、各支援者が孤立することを防ぎ、当事者の方の

視点に立った適切な支援を継続していくことを可能にするの

ではないかと思います。

Ⅲ．「共感的理解」により当事者にとって一貫した支援を

　もう一つ、メモの中に『私のことを“理解”してほしい。

支援より“理解”してほしい。“理解”できないなら支援しな

いで』『“理解”されなくて苦しんできた』とありました。お

そらく当事者の方からのお言葉を紹介された内容だったと記

憶しています。私見ですが、当事者の方が期待し求めている“理

解”とは、“こだわりが強い”、“感覚過敏が顕著”など、支援

者側の視点で当事者の方を外側から解釈した“理屈”ではな

く、当事者側の視点に立った「共感的理解」だと思うのです。

「追体験」を通じて当事者の方の視点から支援者自身も含めて

周りの世界や経過を見直し、当事者側から理解しようと努め

続けること、そのプロセスによる「共感的理解」が当事者の

方にとって欠かせない、必要なものなのではないかと思いま

す。たとえどんなに強い行動障害があるとしても、「共感的理

解」に沿って支援を組み立てていくという基本は絶対におろ

そかにしてはいけない、大切な支援の土台だと思います。“理

解するだけでは支援にならない”という意見もあるかもしれ

ません。しかし、“理解”だけで終わってしまうのだとすれば、

それは支援者側の視点から見た“理屈”にとどまっているか

らではないかと思います。“特性があるのはわかるけど、現実

社会は厳しい”という理屈で、世の中の既存の枠組みに合わ

せていくことを当事者が一律に求められているように感じる

ことがしばしばあります。診断やアセスメントの情報が、当

事者の方の視点に立った「共感的理解」のために活用される

ことで、理屈的な“理解”で終わらずにすみ、既存の枠組み

を含めて環境側を調整・工夫していく発想や支援に必ずつな

がると思います。

　そしてこのことは自閉症支援に限った話ではないと思いま

す。例えば、近年注目されている「トラウマインフォームドケア」

においても通じるところがあると思います。表に見える言動

を支援者側からの視点だけで解釈してしまうのではなく、“当

事者の方にトラウマがあるかもしれない”という観点を持ち、

当事者側の視点から周囲の環境や経過をとらえ直し「共感的

理解」に努めることで、表に見える言動に違った意味を見出

すことができ、当事者の方にとって本当に必要な支援につな

がっていくのです。

Ⅳ．おわりに

　支援において大切なことは、当事者の方にとって一貫して

いること、当事者の方にとって“筋が通っている”ことです。

そのような支援を実現、継続していくために「共感的理解」

は欠かせないものです。あらゆる対人援助の土台となるこの

大切な原点を、これからも忘れずに歩みを進めていこうと思

います。
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生活支援部特別支援課はばたき・ひなた寮　生活支援員　岡本　　萌

支援者の陰性感情との向き合い方について

自分自身の感情を認めるということが必要です。そのうえで、

対象者のことが受け入れられないのか、苦手意識を感じてい

るのか、対象者を理解することで変化することが可能なのか

を見極め、受け入れられない場合には支援者を交代すること

も視野に入れます。また、苦手意識や対象者の理解のために

は、自己研鑽はもちろんのこと、じっくり対象者と向き合う

ことで変化することもあります。　

　陰性感情を持ってしまうことの多くは、自分が経験してい

ないこと、ジェンダーの違い、それにまつわる視点のちがい

など、過去の自分自身の経験や物差しから対象者を測ってい

ることなどが考えられます。今起こっていることについて対

象者を見るのではなく、トラウマの影響や反応であると考え

ることで感情をコントロールできたり、解消できる場合もあ

ります。

Ⅲ．組織とトラウマ

　支援と組織の間で板挟みになり、それがストレスや陰性感

情につながることもあります。対象者が抱えるトラウマは日

常生活のあらゆる場面に影響を及ぼしていますが、それがト

ラウマの影響とは表面上見えにくいことも多いです。そのた

め、対象者に直接かかわる支援者たちがトラウマに関して一

定の知識を持っていないと、対象者のトラウマの影響を受け

た行動は「問題行動」「ルール違反」と認識し、対象者を「大

変な人」「これ以上支援できない」と見なしがちです。また、

支援者たちを管理する組織がトラウマの影響を踏まえていな

いと、対象者に対してはよりルールを厳しくし、支援者に対

しては支援力を問題視することにもつながりかねません。支

援者と組織で対象者の特性やトラウマの可能性について共有

し、共通理解を持つことが必要です。

Ⅰ．はじめに

　みなさんは自分の陰性感情とどのように向き合っています

か？ 陰性感情とは、怒りや悲しみなどのネガティブな感情の

ことを指します。

　はばたき・ひなた寮には様々な障害特性を持っている方、

トラウマを抱えている方が多く入所しています。そういった

方たちを支援する際に、自身の陰性感情やストレスとの向き

合い方、支援者を支援するしくみについて考えておくことは

とても重要なことです。

　今回は、様々な特性を持った方、トラウマを抱えている方

たちを支援する上での陰性感情を感じる場面や、はばたき・

ひなた寮での取り組みについてお伝えします。

Ⅱ．支援現場の現状

　自分に対して暴言や暴力行為を向けられる、他の支援者が

攻撃されているのを見る、対人援助の現場ではこういった場

面を体験することがあります。また、繰り返される問題行動、

対象者と自身の認知の違いから支援に対する悩みを抱えるこ

と、対象者の人間関係に引き込まれて振り回されてしまうこ

となどが日々の支援の中で起こっています。

　対人援助の現場では、「陰性感情はもってはいけない」「対

象者を受け入れなければいけない」といった考えが一般化し

ているように思います。確かに、陰性感情が生じたからといっ

て、対象者に対して表出したり、支援の質が変わるなどは支

援者として適切ではありません。しかし、様々な特性を持っ

た方、トラウマを抱えている方を支援していくにあたり、陰

性感情が起こるというのは当然の反応です。

　では、陰性感情を抱いたときにはどうしたらいいのでしょ

うか？まずは、陰性感情を持ってしまったことを否定せず、
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　私は今、特に性的な逸脱行為のある女性対象者に対して対

応が難しいと感じています。性的な逸脱行動は女性対象者が

過去に受けたトラウマの影響が考えられます。頻繁に無断外

泊されては困る、望まない妊娠をしたら困るなどの理由から、

服薬調整や制限を設けるような支援方針を立てがちです。知

的な制約がある対象者に対してはなおさら制限を設けるとい

う方向になりやすいと感じます。環境を制限するだけではな

く、対象者のトラウマの影響を理解した上で、トラウマをケ

アしていくことを前提とした組織的な支援体制を整えていく

ことが求められます。

　また、支援者、組織として、対象者のことを丸ごと受け止

め続ける、断らない、という姿勢を求め過ぎないことも時に

は必要だと思います。いったん距離を置くことや、支援者を

変えることでお互いにちょうどよい距離を保てる場合もあり

ます。問題行動を改善するために支援者や対象者に変化を求

めすぎてしまうと、さらなるトラウマを生んでしまうケース

もあるため注意が必要です。また、対象者の問題行動に対し

ては支援者の責任ではなく、対象者自身にも責任があるとい

う視点を持つことも大事です。

Ⅳ．はばたき・ひなた寮の取り組みについて 

　はばたき・ひなた寮ではピアカウンセリングや上司との個

別面談を行うしくみができています。特にピアカウンセリン

グでは支援の現場を離れた職員に話を聞いてもらえるため、

支援対象者のことだけでなく、組織のことや現場のことなど

についても話をすることができます。話したことに対して良

い悪いと評価せずに話を受け止めてもらえる場となっている

ため、自分の状況について振り返ることや肯定することがで

きます。

　陰性感情を抱くことをダメなこととせず、支援を行ってい

くうえで起こりうる自然なことであると捉えて「当たり前だ

よね」「陰性感情抱くよね」と確認できる場があるということ

が支援者の安心につながります。ピアカウンセリングの中で

何かが解決する、支援の方向性が決まるというわけでありま

せんが「陰性感情は起こるもの」としてピアカウンセリング

などの場を設けるということに意味があると思います。

　また、支援の中で「問題行動」を当事者からのなんらかの

メッセージであると捉えることも重要です。「なんでこんなこ

とをしたのか？」と問い詰めるのではなく、「なにがあったの

か？」という問いかけをしていくことで、自分のことを気に

してくれている、ケアしてくれる人という感覚が生まれます。

はばたき・ひなた寮ではそういった視点を持って関わること

を心がけています。

　また、日々の支援のなかで、職員同士のコミュニケーショ

ンが行える雰囲気や場が設けられているとよいと感じます。

ちょっとしたことを相談できたり、職員間で意見交換ができ

るような場面が日々の中であると一人で抱え込まず職員間で

考えながら支援が行え、職員同士で助け合いやすくなります。

また、支援者同士の関係も対象者には大きく影響を与えます。

特にはばたき・ひなた寮は入所施設なので、寮の雰囲気はと

ても重要です。自分が疲れているとき、悩みがあるときなど、

気を付けていても対象者は敏感に感じ取っていますので、そ

ういうときは注意が必要であると支援をしていて感じます。

Ⅴ．最後に

　これまで、支援をする上で陰性感情が生じやすい場面や、

はばたき・ひなた寮での取り組みについて述べてきました。

しかし、実際日々めまぐるしく過ぎていく対人援助の現場で

は、忙しいことや人員不足を理由に、支援者のケアというの

は後回しになってしまいがちです。現場の支援者がこの問題

について考えることも必要ですが、組織として支援者を支援

する仕組みを整えることが重要です。

　個人的な対応として、ストレスの発散方法をいくつか持っ

ておくこと、陰性感情が起こりうることを知っておくことも

有効です。定期的な軽い運動や趣味の時間をもつなど、自分

で自分をケアしていくことで、健康な状態で支援にあたるこ

とができると思うのです。

　個人、現場、組織、それぞれで支援者を支援する仕組みに

ついて考えること、それらが整うことで安心して長期的な支

援関係を築いていけるのではないでしょうか。
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○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、生活介護・自立訓練・就労継続支援Ｂ型・短期入所・
日中一時支援を提供しています。
TEL.027-320-1416【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支援・放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を
提供しています。
TEL.027-320-1005【地域支援部発達支援係】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供しています。健康診断や医療に関する相談等も受け付けて
います。
TEL.027-320-1327【診療所医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-327-3520【事業企画部相談係】

○講師の派遣、知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　研修会などの講師として職員の派遣を行っています。障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働
いている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催について

　研修会やセミナーの開催のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1357【事業企画部研修係】
　
○実習生等の受け入れ、ボランティアの受け入れ、施設見学について

　大学・専門学校などからの学生等の受け入れ、ボランティアの受け入れや施設見学等のお問い合わせに対応い
たします。
TEL.027-320-1322【事業企画部養成係】

○刊行物のご案内

　ホームページ https://www.nozomi.go.jp/　調査・研究→調査研究報告・テキストをご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613(総務部) 
FAX.027-327-7628(直通)

編集事務局からのお願い
　人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりました場合には、
新しい送付先名等をFAXやE-メールなどで事務局あてにご連絡をいただけますと幸いで
す。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ https://www.nozomi.go.jp/
でご覧いただけます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。

INFORMATION
N O Z O M I N O S O N O   B O O K S

最新刊！最新刊！

価格 500円（消費税・送料込）

　ご家族や生活支援員等の支援者は、日常の支援において、食べることや口腔衛生に関する不安
を抱えているといわれています。
　「すこやかシリーズ 03 食と口腔衛生」では、実践経験豊かな多職種の専門家が、食や口の中の
衛生の考え方や工夫の仕方について解りやすく解説しています。
　明日の支援に即いかせる情報満載の一冊です。

　生活習慣病に関する様々な情報
を一冊にまとめましたので、ぜひ
参考にしてみてください。
価格 500円（消費税・送料込）

知的・発達障害者のすこやかシリーズ３

　 食と口腔衛生

知的・発達障害者のすこやかシリーズ２

生活習慣病予防
　健康診断を受ける機会が少ない
知的・発達障害者の健康づくりに
お役立ていただきたい一冊
価格 500円（消費税・送料込）

行動問題をかかえる
利用者に対する
入所施設における
実践事例集

知的・発達障害者のすこやかシリーズ１

健 康 診 断

『すこやかシリーズ既刊』

価格 1,200円（消費税・送料込） 価格 1,500円（消費税・送料込）

理論と実践で学ぶ知的障害
のある犯罪行為者への支援

『矯正特集』関連書籍

司法の期待に
福祉はどう応えるのか
～福祉の自律性と司法との連携～

あきらめない支援

発達障害のこどもたちと
向き合う臨床の現場から

こどもたちが
おしえてくれたこと

その他書籍

事例で読み解く
障 害 者 虐 待

※書籍の詳細は、国立のぞみの園のホームページにもあります。

価格 1,000円
（消費税・送料込）

価格 1,000円
（消費税・送料込）

価格 500円
（消費税・送料込）

高齢知的障害者支援の
スタンダードをめざして

価格 1,000円
（消費税・送料込）
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○障害福祉サービス、地域生活支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のある18歳以上の人たちを対象に、生活介護・自立訓練・就労継続支援Ｂ型・短期入所・
日中一時支援を提供しています。
TEL.027-320-1416【事業企画部支援調整係】

○障害児通所支援事業のご利用について

　知的障害や発達障害のあるお子さんを対象に、児童発達支援・放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援を
提供しています。
TEL.027-320-1005【地域支援部発達支援係】

○外来・入院診療のご利用について
　障害のある人たちが安心して受診できる医療を提供しています。健康診断や医療に関する相談等も受け付けて
います。
TEL.027-320-1327【診療所医事係】

○障害者とそのご家族の相談について
　障害のある人たちや障害のあるお子さんのご家族からのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-327-3520【事業企画部相談係】

○講師の派遣、知的障害関係施設等で働いている人たちの相談について

　研修会などの講師として職員の派遣を行っています。障害者に対する支援について、知的障害関係施設等で働
いている人たちからのさまざまな相談に対応いたします。
TEL.027-320-1366　【事業企画部事業企画係】
　
○研修会等の開催について

　研修会やセミナーの開催のお問い合わせに対応いたします。
TEL.027-320-1357【事業企画部研修係】
　
○実習生等の受け入れ、ボランティアの受け入れ、施設見学について

　大学・専門学校などからの学生等の受け入れ、ボランティアの受け入れや施設見学等のお問い合わせに対応い
たします。
TEL.027-320-1322【事業企画部養成係】

○刊行物のご案内

　ホームページ https://www.nozomi.go.jp/　調査・研究→調査研究報告・テキストをご覧ください。

お 問 い 合 わ せ 先 の ご 案 内

【ニュースレター関係連絡先】
TEL.027-320-1613(総務部) 
FAX.027-327-7628(直通)

編集事務局からのお願い
　人事異動、事務所の移転などにより、住所や送付先名が変更になりました場合には、
新しい送付先名等をFAXやE-メールなどで事務局あてにご連絡をいただけますと幸いで
す。
　お忙しい中お手数をおかけして大変恐縮ですが、よろしくお願い致します。
『ニュースレター』のバックナンバーは、ホームページ https://www.nozomi.go.jp/
でご覧いただけます。ご関心を持たれた方はぜひご覧ください。

INFORMATION
N O Z O M I N O S O N O   B O O K S

最新刊！最新刊！

価格 500円（消費税・送料込）

　ご家族や生活支援員等の支援者は、日常の支援において、食べることや口腔衛生に関する不安
を抱えているといわれています。
　「すこやかシリーズ 03 食と口腔衛生」では、実践経験豊かな多職種の専門家が、食や口の中の
衛生の考え方や工夫の仕方について解りやすく解説しています。
　明日の支援に即いかせる情報満載の一冊です。

　生活習慣病に関する様々な情報
を一冊にまとめましたので、ぜひ
参考にしてみてください。
価格 500円（消費税・送料込）

知的・発達障害者のすこやかシリーズ３

　 食と口腔衛生

知的・発達障害者のすこやかシリーズ２

生活習慣病予防
　健康診断を受ける機会が少ない
知的・発達障害者の健康づくりに
お役立ていただきたい一冊
価格 500円（消費税・送料込）

行動問題をかかえる
利用者に対する
入所施設における
実践事例集

知的・発達障害者のすこやかシリーズ１

健 康 診 断

『すこやかシリーズ既刊』

価格 1,200円（消費税・送料込） 価格 1,500円（消費税・送料込）

理論と実践で学ぶ知的障害
のある犯罪行為者への支援

『矯正特集』関連書籍

司法の期待に
福祉はどう応えるのか
～福祉の自律性と司法との連携～

あきらめない支援

発達障害のこどもたちと
向き合う臨床の現場から

こどもたちが
おしえてくれたこと

その他書籍

事例で読み解く
障 害 者 虐 待

※書籍の詳細は、国立のぞみの園のホームページにもあります。

価格 1,000円
（消費税・送料込）

価格 1,000円
（消費税・送料込）

価格 500円
（消費税・送料込）

高齢知的障害者支援の
スタンダードをめざして

価格 1,000円
（消費税・送料込）
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